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1 

本編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-1-3 

 

第4節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第4節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-6 

第2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

2 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務

所〕 

〔三陸国道事務所〕 

 

〔北上川ダム統合管

理事務所〕 

〔釜石港湾事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

東北防衛局 ［略］ 

 

 

第2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

2 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務

所〕 

〔三陸国道事務所〕 

〔南三陸国道事務所〕 

〔北上川ダム統合管

理事務所〕 

〔釜石港湾事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

東北防衛局 ［略］ 

東北地方測量部 (1) 地理空間情報、

防災関連情報及び地

理情報システムの活

用に関すること。 

(2) 復旧測量等の実

施に関すること。 

 

 

修正 

理由 

○ 指定地方行政機関に東北地方測量部が追加されたことに伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

1-2-9 

第4節 気象業務整備計画 

 

第1 ［略］ 

第2 観測体制の整備等 

1 ［略］ 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ ［略］ 

（1）［略］ 

（2）［略］ 

（3）［略］ 

（4）地震・津波観測施設 

［略］ 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測施

設） 

施設等名 箇所数 設置機関 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

ＧＮＳＳ

連続観測

システム 

電子基準

点 34 

地殻変動

観測施設 

4 

機動連続

観 測 点 

2 

験潮場Ｇ

ＮＳＳ観

測局 1 

41 国土交通

省国土地

理院 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

第4節 気象業務整備計画 

 

第1 ［略］ 

第2 観測体制の整備等 

1 ［略］ 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

○ ［略］ 

（1）［略］ 

（2）［略］ 

（3）［略］ 

（4）地震・津波観測施設 

［略］ 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測施

設） 

施設等名 箇所数 設置機関 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

ＧＮＳＳ

連続観測

システム 

電子基準

点 34 

地殻変動

観測施設 

4 

 

 

 

験潮場Ｇ

ＮＳＳ観

測局 1 

39 国土交通

省国土地

理院 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-15 第5節 避難対策計画 

 

第2 避難計画の作成 

2 学校、病院、社会福祉施設等における避難計

画 

○［略］ 

○［略］ 

○［略］ 

 

 

 

 

［略］ 

第5節 避難対策計画 

 

第2 避難計画の作成 

2 学校、病院、社会福祉施設等における避難計

画 

○［略］ 

○［略］ 

○［略］ 

○ 県及び市町村は、要配慮者利用施設の避難確

保に関する計画の策定状況や避難訓練の実施

状況等について、定期的に確認するよう努め

る。 

［略］ 

 

1-2-18 第5 避難行動要支援者名簿 

○［略］ 

○ 市町村は、地域における避難行動要支援者の

居住状況や避難支援を必要とする事由を適切

に反映したものとなるよう、避難行動要支援者

名簿を定期的に更新する。 

 

 

 

○［略］ 

○ 市町村は、市町村地域防災計画に定める避難

支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の

同意を 得た上で 、あらかじめ避難行動要支援

者名簿を提供する。この場合において、名簿情

報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

第5 避難行動要支援者名簿 

○［略］ 

○ 市町村は、地域における避難行動要支援者の

居住状況や避難支援を必要とする事由を適切

に反映したものとなるよう、避難行動要支援者

名簿を定期的に更新する とともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても名簿の活用

に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理

に努める 。 

○［略］ 

○ 市町村は、市町村地域防災計画に定める避難

支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の

同意を 得ることにより、または、当該市町村の

条例の定めにより 、あらかじめ避難行動要支援

者名簿を提供する。この場合において、名簿情

報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-23 第6節 要配慮者の安全確保計画 

 

第1 基本方針 

1 ［略］ 

2 市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル及び避難行動要支援者避難支援計画等を策

定するとともに、実際に避難訓練等を行うな

ど、県等の防災関係機関、介護保険事業者、在

宅医療提供者、社会福祉施設設置者等及び地域

住民等の協力を得ながら地域社会全体で要配

慮者の安全確保を図る体制づくりを進める。 

［略］ 

 

第6節 要配慮者の安全確保計画 

 

第1 基本方針 

1 ［略］ 

2 市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル及び避難行動要支援者避難支援計画等を策

定するとともに、実際に避難訓練等を行うな

ど、国、県等の防災関係機関、介護保険事業者、

在宅医療提供者、社会福祉施設設置者等及び地

域住民等の協力を得ながら地域社会全体で要

配慮者の安全確保を図る体制づくりを進める。 

［略］ 

 

 

1-2-25 

第2 実施要領 

［略］ 

7 外国人の安全確保対策について 

（1）防災教育、防災訓練の実施 

○［略］ 

（2）避難計画 

○ 市町村は、第2章第5節第1に定める避難計画

の作成に当たっては、情報の伝達が困難な外国

人への情報伝達手段の確保 、避難支援体制の整

備を行い、避難誘導が迅速に行われるよう配慮

する。 

また、避難所においても、情報伝達手段の確

保等、外国人に配慮した環境の整備を行う。 

第2 実施要領 

［略］ 

7 外国人の安全確保対策について 

（1）防災教育、防災訓練の実施 

○［略］ 

（2）避難計画 

○ 市町村は、第2章第5節第1に定める避難計画

の作成に当たっては、被災地に生活基盤を持

ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要と

する在日外国人と、早期帰国等に向けた交通情

報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報

ニーズが異なることを踏まえ、それぞれに応じ

た迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や 、避難

支援体制の整備を行い、避難誘導が迅速に行わ

れるよう配慮する。 

また、避難所においても、情報伝達手段の確

保等、外国人に配慮した環境の整備を行う。 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-47 

 

 

 

 

第13節 風水害予防計画 

 

第1 ［略］ 

第2 河川改修事業 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

事業名 施行箇所 施工年度 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

その他の河川

改修事業 

南川外44河川 ［略］ 

 

［略］ 

第13節 風水害予防計画 

 

第1 ［略］ 

第2 河川改修事業 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

事業名 施行箇所 施工年度 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

その他の河川

改修事業 

南川外30河川 ［略］ 

 

［略］ 

1-2-49 第10 浸水想定区域の公表及び周知 

○［略］ 

○ 国土交通省及び県は、想定し得る最大規模の

降雨により洪水予報河川又は水位周知河川が

氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水

浸水想定区域として指定するとともに、洪水浸

水想定区域及び浸水した場合に想定される水

深及び浸水継続時間等を公表し、関係市町村に

通知する。 

 

 

 

 

○ 市町村は、想定し得る最大規模の降雨により

排水施設に雨水を排除できなくなった場合又

は排水施設から河川等に雨水を排水できなく

なった場合に浸水が想定される区域を雨水出

水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び

浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間

等を公表する。 

［略］ 

〔浸水想定区域図一覧 資料編2－13－13〕 

第10 浸水想定区域の公表及び周知 

○［略］ 

○ 国土交通省及び県は、想定し得る最大規模の

降雨により洪水予報河川又は水位周知河川が

氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水

浸水想定区域として指定するとともに、洪水浸

水想定区域及び浸水した場合に想定される水

深及び浸水継続時間等を公表し、関係市町村に

通知する。 

○ 県は、その他の県管理河川についても、過去

の洪水による浸水実績を活用する等、河川の状

況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ洪

水浸水想定の情報を提供するよう努める。 

○ 市町村は、想定し得る最大規模の降雨により

排水施設に雨水を排除できなくなった場合又

は排水施設から河川等に雨水を排水できなく

なった場合に浸水が想定される区域を雨水出

水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び

浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間

等を公表する。 

［略］ 

〔浸水想定区域図一覧 資料編 2－13－13〕 

〔水位周知河川指定一覧 資料編 2－13－14〕 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

1-2-51 

第14節 雪害予防計画 

 

第1～第2 ［略］ 

 

第3 道路交通の確保 

1 除雪対策 

○ ［略］ 

実施機関 除雪路線 

国土交通省 直轄管理する一般国道のうち、

雪寒指定路線となっている4

号、46号及び283号（仙人峠道

路） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

第14節 雪害予防計画 

 

第1～第2 ［略］ 

 

第3 道路交通の確保 

1 除雪対策 

○ ［略］ 

実施機関 除雪路線 

国土交通省 直轄管理の一般国道及び直轄

高速（釜石自動車道 宮守～遠

野） 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

1-2-66 

第18節 林野火災予防計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 林野火災防止対策の推進 

1～4 ［略］ 

5 各関係機関別の実施事項 

機関 実施事項 

［略］ ［略］ 

林業団体

等 

ア ［略］ 

イ 強風注意報・乾燥注意報発表

時における出火防止の周知徹底 

 

ウ～ク ［略］ 

［略］ ［略］ 

 

 

 

第18節 林野火災予防計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 林野火災防止対策の推進 

1～4 ［略］ 

5 各関係機関別の実施事項 

機関 実施事項 

［略］ ［略］ 

林業団体

等 

ア ［略］ 

イ 暴風警報・強風注意報・乾燥

注意報発表時における出火防止

の周知徹底 

ウ～ク ［略］ 

［略］ ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-13 

 

第1節 活動体制計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 県の活動体制 

1～2 ［略］ 

3 災害対策本部 

（1）～（2） ［略］ 

（3）分掌事務 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

区分 活動項目 

災

害

発

生

前 

1 事前の

情報収集、

連絡調整 

（1）～（2）［略］ 

（3）盛岡地方気象台、広

域振興局等及び 総合支局、

市町村その他の防災関係

機関との連絡、配備体制及

び予防対策の事前打合せ

及び警戒体制の強化 

［略］ 

［略］ 

 

第1節 活動体制計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 県の活動体制 

1～2 ［略］ 

3 災害対策本部 

(1)～(2) ［略］ 

（3）分掌事務 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

区分 活動項目 

 1 事前の

情報収集、

連絡調整 

（1）～（2）［略］ 

（3）盛岡地方気象台、広域

振興局等及び市町村その他

の防災関係機関との連絡、配

備体制及び予防対策の事前

打合せ及び警戒体制の強化 

 

［略］ 

［略］ 

 

1-3-16 第3 県の職員の動員配備体制 

 

1 配備体制 

○ 災害警戒本部及び災害特別警戒本部並びに

災害対策本部の配備体制は、次のとおりとす

る。 

配備体制 配備課公所・職員 

本部 広 域 支

部 

地 方 支

部 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

災害

対策

本部 

［略］ 第2 県の活動体制 

2 災害対策本部 

（1）設置基準 参照 

［略］ 

［略］ 
 

第3 県の職員の動員配備体制 

 

1 配備体制 

○ 災害警戒本部及び災害特別警戒本部並びに

災害対策本部の配備体制は、次のとおりとす

る。 

配備体制 配備課公所・職員 

本部 広 域 支

部 

地 方 支

部 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

災害

対策

本部 

［略］ 第2 県の活動体制 

3 災害対策本部 

（1）設置基準 参照 

［略］ 

［略］ 
 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-25 

第2節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第1～第2 ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 気象予報・警報等の種類及び伝達 

（1）気象予報・警報等の種類 

［略］ 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

種類 内容 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

土 砂 災

害 警 戒

情報（備

考１） 

大雨警報又は大雨特別

警報が発表されている状

況で、土砂災害が発生する

おそれが高まったときに、

市町村長が避難勧告等を

発令する際の判断や住民

の自主避難の参考となる

よう、県と盛岡地方気象台

が共同で発表する。 

 

［略］ ［略］ 

 

イ 注意報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

［略］ ［略］ 

浸水注意報（備考４） ［略］ 
 

第2節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第1～第2 ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 気象予報・警報等の種類及び伝達 

（1）気象予報・警報等の種類 

  ［略］ 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

種類 内容 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

土 砂 災

害 警 戒

情報（備

考１） 

大雨警報 （土砂災害）

又は大雨特別警報（土砂災

害）が発表されている状況

で、土砂災害が発生するお

それが高まったときに、市

町村長が避難勧告等を発

令する際の判断や住民の

自主避難の参考となるよ

う、県と盛岡地方気象台が

共同で発表する。 

［略］ ［略］ 

 

イ 注意報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

［略］ ［略］ 

浸水注意報（備考３） ［略］ 
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1-3-26 

 

ウ 警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

暴風警報 暴風により重大な災害が発

生するおそれがあると予想さ

れ、次の条件に該当する場合 
○ 平均風速が 20m／s 以上

と 予想される場合 
 
 

暴風雪警報

（備考１） 
雪を伴う暴風により重大な

災害が発生するおそれがある

と予想され、次の条件に該当

する場合 
○ 雪を伴い、平均風速が

20m／s 以上と 予想される

場合 
［略］ ［略］ 

 

 

 

ウ 警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

暴風警報 暴風により重大な災害が発

生するおそれがあると予想さ

れ、区域内の市町村で一定の

基準に到達することが 予想さ

れる場合 
〔気象警報発表基準等 資料

編 3-2-2〕 
暴風雪警報

（備考１） 
雪を伴う暴風により重大な

災害が発生するおそれがある

と予想され、区域内の市町村

で一定の基準に到達すること

が 予想される場合 
〔気象警報発表基準等 資料

編 3-2-2〕 
［略］ ［略］ 

 

 

 

 

1-3-28 

エ 特別警報の種類と発表基準 

［略］ 

備考１～３ ［略］ 

４ 実施 に当たっては、降水量、積雪量、

台風の中心気圧、最大風速等について過去

の災害事例に照らして算出した客観的な

指標を設け、これらの実況及び予想に基づ

いて 発表の 判断をする。 

 

エ 特別警報の種類と発表基準 

［略］ 

備考１～３ ［略］ 

４ 発表の判断 に当たっては、降水量、積

雪量、台風の中心気圧、最大風速等につい

て過去の災害事例に照らして算出した客

観的な指標を設け、これらの実況及び予想

に基づいて 行う 。 

 

 

1-3-31 

オ～カ ［略］ 

 

キ 火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

 

 

オ～カ ［略］  

 

キ 火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

○ 噴火警報（居住地域）又は噴火警報について

は、火山現象特別警報に位置付けられる。 
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1-3-33 

 

（水防法及び気象業務法に基づくもの） 

ア 水防活動の利用に適合する警報・注意報 

［略］ 

イ 指定河川洪水予報 

 予 報 の

標題 

（種類） 

予報の基準 危険度

レベル 

北
上
川
上
流
洪
水
予
報
、
雫
石
川
洪
水
予
報
及
び
猿
ヶ
石

川
洪
水
予
報 

氾濫注

意情報 
（洪水

注意報） 

基準地点の

水位が、一定時

間後に 氾濫注

意水位に 達す

ると見込まれ

るとき、又は、

避難判断水位

に 達しさらに

水位の上昇が

見込まれると

き 

2 

［略］ ［略］ ［略］ 
［略］ ［略］ ［略］ 
［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

（水防法及び気象業務法に基づくもの） 

ア 水防活動の利用に適合する警報・注意報 

［略］ 

イ 指定河川洪水予報 

 予 報 の

標題 

（種類） 

予報の基準 危険度

レベル 

北
上
川
上
流
洪
水
予
報
、
雫
石
川
洪
水
予
報
及
び
猿
ヶ
石

川
洪
水
予
報 

氾濫注

意情報 
（洪水

注意報） 

基準地点の

水位が、氾濫注

意水位に達し、

さらに水位の

上昇が見込ま

れるとき 
 
 
 
 
 

2 

［略］ ［略］ ［略］ 
［略］ ［略］ ［略］ 
［略］ ［略］ ［略］ 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

1-3-43 

第4節 情報の収集・伝達計画 

 

第1 基本方針 

1［略］ 

2 災害情報の収集、伝達に当たっては、防災関

係機関と密接に連携を図る。 

 

［略］ 

第4節 情報の収集・伝達計画 

 

第1 基本方針 

1［略］ 

2 災害情報の収集、伝達に当たっては、災害情

報システムを利用する等、防災関係機関と密接

に連携を図る。 

［略］ 

 

 

 

1-3-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2 実施機関（責任者） 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務所〕 

〔三陸国道事務所〕 

 

〔釜石港湾事務所〕 

〔北上川ダム統合管理事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支

部班 

担当内容 

［略］ 

政策

地域

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

    

 

 

 

 

環境

生活

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

県土

整備

部 

  

 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

第2 実施機関（責任者） 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務所〕 

〔三陸国道事務所〕 

〔南三陸国道事務所〕 

〔釜石港湾事務所〕 

〔北上川ダム統合管理事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支

部班 

担当内容 

［略］ 

政策

地域

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

文化

スポ

ーツ

部 

文化振

興課 

教育事

務所班 

文化施設被害報告 

スポー

ツ振興

課 

教育事

務所班 

スポーツ施設被害

報告 

環境

生活

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

県土

整備

部 

県土整

備企画

室 

空港事

務所班 

空港施設被害報

告 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
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［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

空港課 空港事

務所班 

空港施設被害報

告 

［略］ 

教育

部 

教育企

画室 

［略］ ［略］ 

学校教

育室 

教育事

務所班 
県立学

校班 

1 小中学校及び

義務教育学校児

童・生徒・教職

員被害報告 

2  県 立 学 校 児

童・生徒・教職

員被害報告 

3 総合教育セン

ター被害報告 

生涯学

習文化

課 

教育事

務所班 

1 社会教育施設

被害報告 

2 文化施設、文化

財被害報告 

スポー

ツ健康

課 

教育事

務所班 

体育施設被害報告 

教職員

課 

- 教育委員会事務局

及び学校以外の教

育機関の職員の被

害報告 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

  

［略］ 

教育

部 

教育企

画室 

［略］ ［略］ 

教職員

課 

- 教育委員会事務局

及び学校以外の教

育機関の職員の被

害報告 

学校調

整課 

- 総合教育センター

被害報告 

学校教

育課 

教育事

務所班 
県立学

校班 

1 小中学校及び

義務教育学校児

童・生徒・教職

員被害報告 

2 県立学校児

童・生徒・教職

員被害報告  

 

 

 

生涯学

習文化

財課 

教育事

務所班 

1 社会教育施設

被害報告 

2 文化財被害報   

告 

［略］ 
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1-3-49 

 

第3 実施要領 

 

1 災害情報の収集、報告 

（1）［略］ 

（2）県 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

 

 

 

○ ［略］ 

 

第3 実施要領 

 

1 災害情報の収集、報告 

（1）［略］ 

（2）県 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

○ 県本部長は、必要に応じて、関係機関や協定

先の協力を得ながら、ドローンにより、上空か

ら被災状況の把握に努める。 

○ ［略］ 
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1-3-54 

現   計   画 

報告区分別系統図 

様式４ 

報告区分 社会福祉施設、社会教育施設、文化施設、体育施設被害報告 

報告系統 

 

修   正   案 

報告区分別系統図 

様式４ 

報告区分 社会福祉施設、社会教育施設、文化施設、体育施設被害報告 

報告系統 

 

教育事務所班 

福祉環境班 

地方支部 

地域福祉課 
長寿社会課 
障がい保健福
祉課 
子ども子育て
支援課 

［社会教育施設］ 
［文化施設］ 

生涯学習文化
課 

スポーツ健康
課 

総
合
防
災
室 

教 育 
企 画 室 

保健福祉 
企 画 室 

［体育施設］ 

［社会福祉施設］ 

県 立 各 施 設 ［社会福祉施設・ 
社会教育施設・ 

文化施設・ 
体育施設］ 

市町村本部 教育事務所班 

福祉環境班 

地方支部 

県 本 部 

地域福祉課 
長寿社会課 
障がい保健福
祉課 
子ども子育て
支援課 

［社会教育施設］ 
生涯学習文化
財課 

スポーツ振興
課 

県 本 部 

総
合
防
災
室 

保健福祉 
企 画 室 

［体育施設］ 

［社会福祉施設］ 

県 立 各 施 設 ［社会福祉施設・ 
社会教育施設・ 

文化施設・ 
体育施設］ 

市町村本部 

［文化施設］ 

教 育 
企画室 

文  化 
スポーツ 
企 画 室 

文化振興課 
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1-3-58 

 

様式 G-1 G-2 土木施設等被害報告 

   [空港] 

土木班 → 空港課  → 県土整備企画室 

 

様式 G-1 G-2 土木施設等被害報告 

[空港] 

土木班 → 県土整備企画室 

 

1-3-60 様式 H,20 学校被害報告 

 

学校教育室 
 

様式 H,20 学校被害報告 

 

学校教育課 
 

 様式 H,21 文化財被害報告 

 

生涯学習文化課 
 

様式 H,21 文化財被害報告 

 

生涯学習文化財課 
 

1-3-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-62 

 

〔備考〕 

県地方支部各班への災害報告を市町村本部の

防災担当課等が一括して行っている市町村本部

であって、かつ、希望する市町村本部において

は、県地方支部の窓口は総務班とする（上記報

告系統のうち、県地方支部の窓口が総務班でな

い場合、各班の前に総務班を入れる。）。ただし、

本系統は、災害対策本部設置時の大災害発生初

期等、市町村本部職員が多忙な時期のみとし、

被害の大勢が判明し、市町村本部が落ち着いた

場合、市町村本部は県地方支部と協議の上、上

記系統に戻すこと。 

 

 

 

 

4 災害情報通信の確保 

 ［略］ 

〔備考〕 

１ 県地方支部各班への災害報告を市町村本部の

防災担当課等が一括して行っている市町村本部

であって、かつ、希望する市町村本部において

は、県地方支部の窓口は総務班とする（上記報

告系統のうち、県地方支部の窓口が総務班でな

い場合、各班の前に総務班を入れる。）。ただし、

本系統は、災害対策本部設置時の大災害発生初

期等、市町村本部職員が多忙な時期のみとし、

被害の大勢が判明し、市町村本部が落ち着いた

場合、市町村本部は県地方支部と協議の上、上

記系統に戻すこと。 

２ 災害報告に当たっている各地方支部班長は、

県本部への報告と併せて所管地方支部（総務班

等）へ報告するものとする。 

 

4 災害情報通信の確保 

 ［略］ 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 損害保険会社との防災力向上に関する協定締結（平成 29年 12月 25 日）に伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-64 

 

 

 

 

 

1-3-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-66 

第5節 広報広聴計画 

 

［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 広報広

聴活動

の内容 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務所） 

（三陸国道事務所） 

 

（北上川ダム統合管理事務所） 

［略］ 

［略］ ［略］ 

(株)岩手日報社 

(株)朝日新聞社盛岡総局 

(株)毎日新聞社盛岡支局 

(株)読売新聞社盛岡支局 

(株)河北新報社盛岡総局 

(株)産業経済新聞社盛岡支局 

(株)日本経済新聞社盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新聞社盛岡支局 

 

 

(一社)共同通信社盛岡支局 

(株)時事通信社盛岡支局 

(有)盛岡タイムス社 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部

班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 教育企画室 ［略］ ［略］ 

学校教育室 ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

第5節 広報広聴計画 

 

［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 広報広

聴活動

の内容 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務所） 

（三陸国道事務所） 

（南三陸国道事務所） 

（北上川ダム統合管理事務所） 

［略］ 

［略］ ［略］ 

(株)岩手日報社 

(株)朝日新聞社盛岡総局 

(株)毎日新聞社盛岡支局 

(株)読売新聞社盛岡支局 

(株)河北新報社盛岡総局 

(株)産業経済新聞社盛岡支局 

(株)日本経済新聞社盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新聞社盛岡支局 

(株)日本農業新聞東北支所 

(株)日刊工業新聞社盛岡総局 

(一社)共同通信社盛岡支局 

(株)時事通信社盛岡支局 

(有)盛岡タイムス社 

 

［略］ ［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支部

班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 教育企画室 ［略］ ［略］ 

学校調整課 ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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1-3-69 

 

系統図中 

ＮＨＫ、ＩＢＣ、ＴＶＩ、ＭＩＴ、ＩＡＴ、

ＦＭＩ、岩手日報社、朝日新聞社盛岡 支局 、

毎日新聞社盛岡支局、読売新聞社盛岡支局、

河北新報社盛岡 支社 、産業経済新聞社盛岡

支局、日本経済新聞社盛岡支局、岩手日日新

聞社、デーリー東北新聞社盛岡支局、日本農

業新聞東北支所、日刊工業新聞社盛岡総局、

共同通信社盛岡支局、時事通信社盛岡支局 
 

 

系統図中 

ＮＨＫ、ＩＢＣ、ＴＶＩ、ＭＩＴ、ＩＡＴ、

ＦＭＩ、岩手日報社、朝日新聞社盛岡 総局 、

毎日新聞社盛岡支局、読売新聞社盛岡支局、

河北新報社盛岡 総局 、産業経済新聞社盛岡

支局、日本経済新聞社盛岡支局、岩手日日新

聞社、デーリー東北新聞社盛岡支局、日本農

業新聞東北支所、日刊工業新聞社盛岡総局、

共同通信社盛岡支局、時事通信社盛岡支局 
 

   

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-71 

 

第6節 交通確保・輸送計画 

 

第1 基本方針 

 

1～3 ［略］ 

4 緊急輸送の実施に当たっては、陸上輸送、海

上輸送及び航空輸送の有機的な連携を図る。 

 

 

 

 

5 ［略］ 

第6節 交通確保・輸送計画 

 

第1 基本方針 

 

1～3 ［略］ 

4 緊急輸送の実施に当たっては、陸上輸送、海

上輸送及び航空輸送の有機的な連携を図る。 

なお、物資の輸送に当たっては、県及び市町

村の物資集積・輸送拠点を経て、各避難所等へ

物資が届けられるよう緊急輸送ネットワーク

の形成を図る。 

5 ［略］ 

 

 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務所） 

（三陸国道事務所） 

 

 

［略］ ［略］ 
 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務所） 

（三陸国道事務所） 

（南三陸国道事務所） 

 

［略］ ［略］ 
 

 

 

 

1-3-73 

〔県本部の担当〕 

部 課等 担当業務 

［略］ 

県土整

備部 

  

 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

空港課 空港施設に係る応急復旧 

［略］ 
 

〔県本部の担当〕 

部 課等 担当業務 

［略］ 

県土整

備部 

県土整

備企画

室 

空港施設に係る応急復旧 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

  

［略］ 
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1-3-74 

第3 交通確保 

［略］ 

2 防災拠点等の指定 

○［略］ 

○［略］ 

ア 防災拠点 

県庁舎、地区合同庁舎、県警察本部、警察署、

県立病院等、市町村役場、消防本部（消防署）、

県立総合防災センター 

 

 

 

 

イ 物資集積・輸送拠点 

① 陸上輸送拠点 

JR 貨物盛岡貨物ターミナル駅、岩手流通セ

ンター、北上流通センター、岩手県オイルター

ミナル 

 

②［略］ 

③［略］ 

ウ 交通拠点 

① 東北自動車道 

一関 IC、平泉前沢 IC、水沢 IC、北上金ヶ崎

IC、北上江釣子 IC、花巻南 IC、花巻 IC、紫波

IC、盛岡南 IC、盛岡 IC、滝沢 IC、西根 IC、松

尾八幡平 IC、安代 IC 

② 八戸自動車道 

浄法寺 IC、一戸 IC、九戸 IC、軽米 IC 

③ 秋田自動車道 

北上西 IC、湯田 IC 

④ 釜石自動車道 

花巻空港 IC、東和 IC、江刺田瀬 IC、宮守 IC、

遠野 IC 

 

 

 

 

 

○ 県本部長は、あらかじめ、各市町村の防災拠

点等を把握する。 

 

［略］ 

 

第3 交通確保 

［略］ 

2 防災拠点等の指定 

○［略］ 

○［略］ 

ア 防災拠点 

県庁舎、地区合同庁舎 、盛岡地区合同庁舎

を除く県庁舎代替施設（エスポワールいわて、

いわて県民情報交流センター（アイーナ））、

県警察本部 （警察署）、県立病院等、市町村

役場、消防本部（消防署）、県立総合防災セン

ター、道路管理者（国、東日本高速道路(株)）

庁舎、海上保安庁舎、自衛隊駐屯地 

イ 物資集積・輸送拠点 

① 陸上輸送拠点 

JR 貨物盛岡貨物ターミナル駅、岩手流通セ

ンター、北上流通センター、岩手県オイルター

ミナル 、日本オイルターミナル、道の駅（「道

の駅はやちね」を除く） 

②［略］ 

③［略］ 

ウ 交通拠点 

  東北縦貫自動車道、東北横断自動車道、三陸

縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自

動車道、宮古盛岡横断道路のインターチェンジ

及びスマートインターチェンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 広域防災拠点 

(ア) 広域支援拠点 

【本編・第3章・第1節の2・第3・1 参照】 

(イ) 後方支援拠点 

【本編・第3章・第1節の2・第3・2 参照】 

○ 県本部長は、あらかじめ、各市町村の防災拠

点等を把握する。 

 

［略］ 
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1-3-78 第4 緊急輸送 

1 緊急輸送の対象 

2 陸上輸送 

(1)［略］ 

 (2) 燃料の確保 

○ ［略］ 

○ 県は、緊急通行車両の運行の確保のため、岩

手県石油商業協同組合その他の業界団体等に

対し、燃料の供給を要請し、必要に応じて、

東北経済産業局長 に燃料の確保を要請する。 

 

第4 緊急輸送 

1 緊急輸送の対象 

2 陸上輸送 

(1)［略］ 

 (2) 燃料の確保 

○ ［略］ 

○ 県は、緊急通行車両の運行の確保のため、岩

手県石油商業協同組合その他の業界団体等に

対し、燃料の供給を要請し、必要に応じて、

政府災害対策本部又は東北経済産業局 に燃料

の確保を要請する。 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 防災拠点及び緊急輸送道路の見直しによる修正 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-96 

第10節 県、市町村等応援協力計画 

 

［略］ 

第2 実施機関 

［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支

部班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 学 校

教育室 

教育事

務所班 

1  学用品の調

達に係る取扱業

者に対するあっ

せん要請 

2  被災児童生

徒の受入れに係

る各都道府県・

市町村教育委員

会に対するあっ

せん要請 

ス ポ

ーツ健

康課 

給食の実施に係

る原材料又はパ

ン、ミルクの調

達に係る（公財）

県学校給食会に

対するあっせん

要請 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

第10節 県、市町村等応援協力計画 

 

［略］ 

第2 実施機関 

［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 地方支

部班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

教育部 学校調

整課 

教育事

務所班 

学用品の調達

に係る取扱業

者に対するあ

っせん要請 

 

学校教

育課 

被災児童生徒

の受入れに係

る 各 都 道 府

県・市町村教育

委員会に対す

るあっせん要

請 

保健体

育課 

給食の実施に

係る原材料又

はパン、ミルク

の調達に係る

（公財）県学校

給食会に対す

るあっせん要

請 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-119 第15節 避難・救出計画 

 

第1 基本方針 

1 災害発生時において、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に避難勧告

及び避難指示（緊急）並びに 屋内での待避等

の安全確保措置 の指示のほか、避難行動要支

援者その他の特に避難行動に時間を要する者

に対して、避難準備・高齢者等避難開始（以下

本節中「避難勧告等」という。）を伝達すると

ともに、避難支援従事者の安全を確保しなが

ら、避難誘導を行う。 

［略］ 

第15節 避難・救出計画 

 

第1 基本方針 

1 災害発生時において、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確な避難勧告

及び避難指示（緊急）並びに 屋内安全確保

の指示のほか、避難行動要支援者その他の特に

避難行動に時間を要する者に対して、避難準

備・高齢者等避難開始（以下本節中「避難勧告

等」という。）を伝達するとともに、避難支援

従事者の安全を確保しながら、避難誘導を行

う。 

［略］ 

 

1-3-121 第3 実施要領 

1 避難勧告等 

（1）避難勧告等の実施及び報告 

○［略］ 

○［略］ 

○ 市町村本部長は、避難時の周囲の状況等によ

り避難のため立退きを行うことがかえって危

険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者等

に対し、屋内での待避や 近隣のより安全な建

物への 「緊急的な退避」等の 安全確保 措置

を指示することができる。 

［略］ 

第3 実施要領 

1 避難勧告等 

（1）避難勧告等の実施及び報告 

○［略］ 

○［略］ 

○ 市町村本部長は、避難時の周囲の状況等によ

り避難のため立退きを行うことがかえって危

険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者等

に対し、近隣のより安全な建物への 移動又は

屋内 安全確保を指示することができる。 

 

［略］ 

1-3-122 （2）避難勧告等の内容 

○ 実施責任者は、次の内容を明示して、避難勧

告等を行う。 

ア 発令者 

イ 避難勧告等の日時 

ウ 避難勧告等の理由 

エ 避難対象地域 

 

オ 避難先 

カ 避難経路 

キ その他必要な事項 
 

（2）避難勧告等の内容 

○ 実施責任者は、次の内容を明示して、避難勧

告等を行う。 

ア 発令者 

イ 避難勧告等の日時 

ウ 避難勧告等の理由 

エ 避難対象地域 

オ 避難対象者及びとるべき行動 

カ 避難先 

キ 避難経路 

ク その他必要な事項 
 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-135 

第16節 医療・保健計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 担当業務 

［略］ ［略］ 

日本赤十字社

岩手県支部 

盛岡赤十字病院に係る医

療救護班の編成及び派遣 

 

［略］ ［略］ 

 

[県本部の担当] 

部 課等 地方支

部班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

保健福

祉部 

健康国

保課 

［略］ 1 保健指導の

実施 

2 医薬品及び

医療資機材の調

達及びあっせん

（他の都道府県

に対するものを

含む。） 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

［略］ 

 

第16節 医療・保健計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

実施機関 担当業務 

［略］ ［略］ 

日本赤十字社

岩手県支部 

盛岡赤十字病院に係る 岩

手ＤＭＡＴ及び 医療救護

班の編成及び派遣 

［略］ ［略］ 

 

[県本部の担当] 

部 課等 地方支

部班 

担当業務 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

保健福

祉部 

健康国

保課 

［略］ 1 保健指導の

実施 

2 医薬品及び

医療資機材の調

達及びあっせん

（他の都道府県

に対するものを

含む。） 

3 県薬剤師会

班の派遣要請 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

［略］ 

 

 

 

1-3-136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3 初動医療体制 

 

1 岩手ＤＭＡＴの派遣等 

○ ［略］ 

○ 指定病院並びに編成及び登録された岩手Ｄ

ＭＡＴは、次のとおりである。 

区分 指定病院 ＤＭＡＴ

数 

編成基準 

［略］ ［略］ 

県 県立中央

病院 
4 チーム 

県立中部 3 チーム 

第3 初動医療体制 

 

1 岩手ＤＭＡＴの派遣等 

○ ［略］ 

○ 指定病院並びに編成及び登録された岩手Ｄ

ＭＡＴは、次のとおりである。 

区分 指定病院 ＤＭＡＴ

数 

編成基準 

［略］ ［略］ 

県 県立中央

病院 
5 チーム 

県立中部 3 チーム 
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1-3-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-138 

病院 

県立胆沢

病院 
4 チーム 

県立磐井

病院 
2 チーム 

県立大船

渡病院 
2 チーム 

県立釜石

病院 
2 チーム 

県立宮古

病院 
2 チーム 

県立久慈

病院 
3 チーム 

県立二戸

病院 
1 チーム 

学校法人

岩手医科

大学 

岩手医科

大学付属

病院 

４チーム 

 

 

 

［略］ 

 

2 医療救護班・歯科医療救護班の編成 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

［略］ 

○ 災害時における歯科医療、口腔ケアを実施す

るため、あらかじめ、(一社)岩手県歯科医師会

は、「歯科医療救護班」を編成する。 

 

 

 

○ ［略］ 

 

3 ［略］ 

 

4 岩手ＤＭＡＴ及び医療救護班の活動 

（1）～（3）［略］ 

 

 

 

 

 

病院 

県立胆沢

病院 
5 チーム 

県立磐井

病院 
2 チーム 

県立大船

渡病院 
2 チーム 

県立釜石

病院 
1 チーム 

県立宮古

病院 
3 チーム 

県立久慈

病院 
3 チーム 

県立二戸

病院 
1 チーム 

学校法人

岩手医科

大学 

岩手医科

大学付属

病院 

４チーム 

日本赤十

字社岩手

県支部 

盛岡赤十

字病院 

5 チーム 

［略］ 

 

2 医療救護班・歯科医療救護班等の編成 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

○ ［略］ 

［略］ 

○ 災害時における歯科医療、口腔ケアを実施す

るため、あらかじめ、(一社)岩手県歯科医師会

は、「歯科医療救護班」を編成する。 

○ 災害時における調剤、服薬指導を実施するた

め、あらかじめ、(一社)岩手県薬剤師会は、「県

薬剤師会班」を編成する。 

○ ［略］ 

 

3 ［略］ 

 

4 岩手ＤＭＡＴ及び医療救護班等の活動 

（1）～（3）［略］ 

（4） 県薬剤師会班の活動 

○ 県薬剤師会班は、救護所及び避難所等におい

て次の業務を行う。 

ア 傷病者等に対する調剤、服薬指導 

イ 救護所及び医薬品等の集積所等における医
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［略］ 

薬品等の仕分け、管理 

ウ その他、消毒方法、医薬品の使用方法等の薬

学的指導 

 

［略］ 

1-3-144 医療・精神医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
県
立
病
院
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
岩
手
医
大
） 

 

県
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（2
3

チ
ー
ム
） 

 

岩
手
医
大
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（
４
チ
ー
ム
） 

 

医療・精神医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
県
立
病
院
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
岩
手
医
大
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
盛
岡
赤
十
字
病
院
） 

 

県
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（2
5

チ
ー
ム
） 

 

岩
手
医
大
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（
４
チ
ー
ム
） 

盛
岡
赤
十
字
病
院
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ
（
５
チ
ー
ム
） 

 

   

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-163 第22節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第22節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-164 

第2 実施機関（責任者） 

 

1 ［略］ 

2 障害物除去 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務所〕 

〔三陸国道事務所〕 

 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

第2 実施機関（責任者） 

 

1 ［略］ 

2 障害物除去 

実施機関 ［略］ 

［略］ ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道事務所〕 

〔三陸国道事務所〕 

〔南三陸国道事務所〕 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

 〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業務 

［略］ 

県 土

整 備

部 

 土木班  

道路環境課 ［略］ 

河川課 ［略］ 

港湾課 ［略］ 

空港課 
空港関係障

害物の除去 

［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業務 

［略］ 

県 土

整 備

部 

県土整備企

画室 

土木班 空港関係障

害物の除去 

道路環境課 ［略］ 

河川課 ［略］ 

港湾課 ［略］ 

 
 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-165 

 

第3 実施要領 

 

1 廃棄物処理 

（1）処理方法 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

○ 事業者は、産業廃棄物及び特別管理産業

廃棄物について、自己処理し、又は他の産

業廃棄物処理業者若しくは特別管理産業廃

棄物処理業者に委託して処理する。 

 

第3 実施要領 

 

1 廃棄物処理 

（1）処理方法 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 ○ ［略］ 

○ 事業者は、事業系一般廃棄物、産業廃棄

物及び特別管理産業廃棄物について、自己処

理し、又は他の産業廃棄物処理業者若しくは

特別管理産業廃棄物処理業者に委託して処

理する。 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

1-3-171 

第23節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋

葬計画 

 

第3 実施要領 

 

1 行方不明者及び遺体の捜索 

（1）捜索の手配 

○［略］ 

○［略］ 

○［略］ 

○ 市町村本部長は、行方不明者として把握した

者が、他の市町村に住民登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村又は

県本部長に連絡する。 

 

第23節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋

葬計画 

 

第3 実施要領 

 

1 行方不明者及び遺体の捜索 

（1）捜索の手配 

○［略］ 

○［略］ 

○［略］ 

○ 市町村本部長は、行方不明者として把握した

者が、他の市町村に住民登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村又は

県本部長に連絡する。 

○ 市町村本部長は、行方不明者として把握した

者が、外国人の場合には、県本部長に連絡する。 

○ 県本部長は、行方不明者として把握したもの

が外国人であった場合には、直接又は必要に応

じ外務省を通じて在京大使館等に連絡する。 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-176 第25節 文教対策計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課 地方支

部班 

担当業務 

総務

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

    

保健

福祉

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

教育

部 

教育企

画室 

県立学

校班 

1 奨学金の緊急

貸与 

2 県立学校施

設・設備の応急対

策の実施 

3 被災生徒に対

する授業料の減免

措置の実施 

学校教

育室 

教育事

務所班 

県立学

校班 

1 被災児童、生徒

に対する学用品等

の給与 

2 応急教育の実

施  

生涯学

習文化

課 

― 1 社会教育施設

の応急対策の実施 

2 文化施設及び

文化財に対する応

急対策の実施 

スポー

ツ健康

課 

― 1 体育施設の応

急対策の実施 

2 応急給食用物

資の確保、調達 

第25節 文教対策計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課 地方支

部班 

担当業務 

総務

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

文化

スポ

ーツ

部 

文化

振興課 

- 文化施設の応急対

策の実施 

スポ

ーツ振

興課 

- スポーツ施設の応

急対策の実施 

保健

福祉

部 

［略］ ［略］ ［略］ 

教育

部 

教育企

画室 

県立学

校班 

1 奨学金の緊急

貸与 

2 県立学校施

設・設備の応急対

策の実施 

3 被災生徒に対

する授業料の減免

措置の実施 

教職員

課 

教育事

務所班 

県立学

校班 

1 小中学校及び

義務教育学校教職

員の非常配置 

2 県立学校教職

員の非常配置 

学校

調整課 

被災児童、生徒に

対する学用品等の

給与 

学校

教育課 

応急教育の実施  

保健

体育課 

― 応急給食用物資の

確保、調達 
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教職員

課 

教育事

務所班 

県立学

校班 

1 小中学校及び

義務教育学校教職

員の非常配置 

2 県立学校教職

員の非常配置 

 

 

生涯

学習文

化財課 

― 1 社会教育施設

の応急対策の実施 

2 文化財に対す

る応急対策の実施 

 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-186 第27節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計画 

 

第1 公共土木施設 

1 ［略］ 

2 実施機関（責任者） 

公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措置

及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次のとお

りとする。 

（1）道路施設 

実施機関 担当区分 

国土交通省（岩手河川

国道事務所、三陸国道

事務所） 

一般国道のうち、国土

交通省東北地方整備

局関係国道事務所所

管の道路施設（国道4

号、45号、46号及び283

号） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 

（2）～（7）［略］ 

第27節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計画 

 

第1 公共土木施設 

1 ［略］ 

2 実施機関（責任者） 

公共土木施設に係る被害状況の把握、応急措置

及び応急復旧の実施機関（責任者）は、次のとお

りとする。 

（1）道路施設 

実施機関 担当区分 

国土交通省（岩手河川

国道事務所、三陸国道

事務所 、南三陸国道

事務所 ） 

 

 

直轄管理の一般国道

及び直轄高速（釜石自

動車道 宮守～遠野） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 

（2）～（7）［略］ 

1-3-187 〔県本部の担当〕 

区分 部 課 
地方支

部班 
担当業

務 
［略］ ［略］ 

(8) 
空 港

施設 

県土

整備

部 
空港課 土木班 

［略］ 

 

 

〔県本部の担当〕 

区分 部 課 
地方支

部班 
担当業

務 
［略］ ［略］ 

(8) 
空港施

設 

県土

整備

部 

県土整

備企画

室 
土木班 

［略］ 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-192 第28節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第1 基本方針 

 

1 ［略］ 

2 県本部長は、停電その他の事由によりライフ

ライン施設等の稼働の継続や県民の生活の維

持のため燃料の確保が必要な場合は、岩手県石

油商業協同組合その他の業界団体等に対し、そ

の供給を要請し、必要に応じて、東北経済産

業局長 にその確保を要請する等により、燃料

の確保ができるよう調整に努める。 

 

第2 実施機関（責任者） 

 

1 電力施設 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 ［略］ 担当業務 

［略］ 

環境

生活

部 

環 境

生 活

企 画

室 

- 1 ［略］ 

2 電気事業者に対す

る応急対策要員、資機

材及びその輸送に係

るあっせん 

 

 

 

［略］ 
 

第28節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第1 基本方針 

 

1 ［略］ 

2 県本部長は、停電その他の事由によりライフ

ライン施設等の稼働の継続や県民の生活の維

持のため燃料の確保が必要な場合は、岩手県石

油商業協同組合その他の業界団体等に対し、そ

の供給を要請し、必要に応じて、政府災害対策

本部又は東北経済産業局 にその確保を要請す

る等により、燃料の確保ができるよう調整に努

める。 

第2 実施機関（責任者） 

 

1 電力施設 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 ［略］ 担当業務 

［略］ 

環境

生活

部 

環 境

生 活

企 画

室 

- 1 ［略］ 

2 小売電気事業者を

除く 電気事業者 （以

下、電気事業者とい

う。）に対する応急対

策要員、資機材及びそ

の輸送に係るあっせ

ん 

［略］ 
 

1-3-194 第3 実施要領 

 

1 電力施設 

（1） 防災活動体制 

ア 非常災害対策本部の設置 

○ 民間 電気事業者（以下、本節中「電気事業

者」という。）は、大規模な災害が発生した場

合においては、迅速かつ的確な対策を実施する

ため、非常災害対策本部を設置する。 

第3 実施要領 

 

1 電力施設 

（1） 防災活動体制 

ア 非常災害対策本部の設置 

○ 電気事業者は、大規模な災害が発生した場合

においては、迅速かつ的確な対策を実施するた

め、非常災害対策本部を設置する。 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-214 

第31節 林野火災応急対策計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業務 

［略］ 

県土

整備

部 
 

 
 
 

 

河川課 ［略］ ［略］ 

道路環

境課 
［略］ 

空港課 
空港事

務所班 
花巻空港の利

用の調整 
［略］ 

 

 

第31節 林野火災応急対策計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 実施機関（責任者） 

［略］ 

 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業務 

［略］ 

県土

整備

部 

県土整

備企画

室 

空港事

務所班 
花巻空港の利

用の調整 

河川課 ［略］ ［略］ 

道路環

境課 
［略］ 

 
 

 
 

［略］ 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第32節 防災ヘリコプター等活動計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 大規模災害時におけるヘリコプター等の運

用調整 

 

1 ［略］ 

2 実施機関 

［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業

務 
［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
県土整

備部 
空港課 ［略］ ［略］ 

 

 

 

第32節 防災ヘリコプター等活動計画 

 

第1 ［略］ 

 

第2 大規模災害時におけるヘリコプター等の運

用調整 

 

1 ［略］ 

2 実施機関 

［略］ 

〔県本部の担当〕 

部 課等 
地方支

部班 
担当業

務 
［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
県土整

備部 
県土整備

企画室 
［略］ ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第４章 災害災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

1-4-5 

第2節 生活の安定確保計画 

 

第2 被災者の生活確保 

 

［略］ 

3 罹災証明の交付 

○ ［略］ 

○ 市町村は、罹災証明書の交付が遅滞なく行わ

れるよう、住宅被害の調査の担当者の育成等罹

災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整

備に努める。 

 

 

 

○ 県は、災害時における家屋の被害認定の迅速

化を図るため、市町村等の家屋の被害認定の担

当者のための研修機会の拡充等に努める。 

第2節 生活の安定確保計画 

 

第2 被災者の生活確保 

 

［略］ 

3 罹災証明の交付 

○ ［略］ 

○ 市町村は、罹災証明書の交付が遅滞なく行わ

れるよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付

の担当部局を定め、住宅被害の調査の担当者の

育成 、他の地方公共団体や民間団体との応援協

定の締結、応援の受入れ体制の構築を計画的に

進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の

実施体制の整備に努める。 

○ 県は、災害時における家屋の被害認定の迅速

化を図るため、市町村等の家屋の被害認定の担

当者のための研修機会の拡充等に努める。ま

た、育成した担当者の名簿の作成、他の都道府

県や民間団体との応援協定の締結等により、応

援体制の強化を図る。 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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